
 

 

船舶事故調査報告書 

                                    令和２年９月１６日 

                            運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（消波ブロック） 

発生日時 令和２年１月２７日 ０８時４０分ごろ 

発生場所 鹿児島県指宿
いぶすき

市指宿港 

指宿港東防波堤灯台から真方位２３９°５２０ｍ付近 

（概位 北緯３１°１４.２′ 東経１３０°３９.２′） 

事故の概要 押船兼作業船さくらじまは、起重機船第一南生
なんせい

丸と押船列を構成し

て錨泊中、走錨し、消波ブロック等に衝突した。 

事故調査の経過 令和２年３月９日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船兼作業船 さくらじま、１９トン 

２９１－３６６９３鹿児島、南生建設株式会社 

Ｂ 起重機船 第一南生丸、７２９トン 

なし、南生建設株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷船首部外板に凹損及び擦過傷 

消波ブロック及び洗掘防止用マット 破損 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 東北東、風力 ６、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ、潮汐 上げ潮の末期 

発達した低気圧が指宿港南東方約１５０海里を北東進しており、指

宿川辺地方沿岸部には、令和２年１月２５日０５時０５分から強風注

意報が発表され、本事故当時も継続中であった。 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、船首をＢ船の船尾凹部に嵌
かん

合

して押船列（以下「Ａ船押船列」という。）を形成し、指宿港防波堤

（南）の南方にある離岸堤（以下「本件離岸堤」という。）の東方約

１２０ｍ（以下「本件錨地」という。）に錨泊中、右舷方からの風が

強くなったので圧流されないようにバウスラスタを右舷方向（東側）

へ全力運転とした。 

Ａ船押船列は、同時にＢ船のスパッドを降下させたものの、船長Ａ

が、そのままの状態を維持できないと思い、途中で乗船した運航管理

者にタグボートの支援を要請したが、その手配中に次第に本件離岸堤

の方に圧流されて走錨し、Ｂ船左舷船首部が、本件離岸堤の東側に数

列設置してある消波ブロックの東端に衝突した。 

運航管理者及び船長Ａは、前日の気象情報から港内では約１０m/s



 

以上の風が吹くことがないと予想したので、工事現場に近い本件錨地

に、Ｂ船の船首錨の錨鎖１節及び船尾錨のワイヤ約１５０ｍを伸出さ

せて、Ａ船押船列を錨泊させた。 

Ａ船押船列は、東方に旅客船の通航路があるので離岸堤から十分に

離れていない場所に錨泊した。 

Ａ船押船列は、ふだん強風が予想されるときは、鹿児島県鹿児島市

鹿児島港谷山二区に移動して避泊するようにしていた。 

分析 Ａ船押船列は、強風注意報が発表され、風力６の東北東の風が吹く

状況下、運航管理者及び船長Ａが、約１０m/s 以上の風が吹くことが

ないと予想して本件錨地に錨泊したことから、本件離岸堤に接近しな

いようにＡ船のバウスラスタを全力運転とするとともにＢ船のスパッ

ドを降下させたものの、圧流されて走錨し、本件離岸堤に隣接して設

置されていた消波ブロックにＢ船が衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船押船列が、強風注意報が発表され、風力６の東北東

の風が吹く状況下、運航管理者及び船長Ａが、約１０m/s 以上の風が

吹くことがないと予想して本件錨地に錨泊したため、圧流されて走錨

し、本件離岸堤に隣接して設置されていた消波ブロックにＢ船が衝突

したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・障害物付近に錨泊を行う場合は、強風注意報等の発表及び低気圧

の予想進路などを考慮した上で、予想される風向及び風速につい

て、想定される方向と最大の状況を踏まえ、錨地の変更及び避難

の時機などを決定すること。  
 


